
各サポートメニューの詳しい内容については、担当課へお問い合わせください。

農 業

１

農業サポートガイド

１ 新規就農者等の方への補助制度
市内で農業を新たに始める方は、以下の支援を受けることができます。その他に

農地を借りたい場合や新規就農のための相談も受け付けています。

※1 夫婦の就農及び
親子同時就農の場合
どちらか1名が対象で
す。

※2 認定新規就農者
の新規認定は、原則
45歳未満の方が対象
です。

※3 前年の世帯所得
等、他にも要件があ
ります。また就農状
況により返還となる
場合があります。

市HPへはこちらから

市HPへはこちらから

市HPへはこちらから

市HPへはこちらから

市HPへはこちらから

令和８年度版

１ 新規就農者奨励金

新規に就農された方に対して奨励金を交付します。

◇交付対象者：市内在住で、60歳以下で新規就農し、就農して5年以内の方

◇交付金額：10万円※1

農業委員会事務局農業振興係（027-898-6733）問

２ 新規就農者支援事業補助金

新規就農者の方の規模拡大や作業効率の向上を支援するため、農業用機械等購入費の

一部を補助します。

◇補助対象者：市内在住で過去2年以内に新規就農者奨励金の交付を受けた方（新規就

農者）、または青年等就農計画の認定をされ農業経営開始日から５年以内の方（認定新

規就農者）

◇補助対象経費：トラクター、トラクター用アタッチメント、野菜等定植機･収穫機･

選別機、作業所、格納庫等

◇補助金額：新規就農者 補助対象経費の3/10以内（補助上限50万円）

：認定新規就農者 補助対象経費の1/2以内（補助上限額100万円）

農政課地域営農係（027-898-6708）問

３ 新規参入者等応援農家奨励金

新規参入者等に農地や農業用施設等を貸す方に対して奨励金を交付します。

◇交付対象者：新規就農者等に農地や農業用施設等を貸す方

◇交付金額：農地5千円/10a、農業用施設等2万円

農業委員会事務局農業振興係（027-898-6733）問

４ 新規参入者定着支援事業補助金

新規就農者が本市に転入し空き農家住宅等を借りる場合、家賃の一部を補助します。

◇補助対象者：市内に転入する新規就農者で、就農時に60歳以下かつ5年以上継続して
営農を行う方

◇補助金額：補助対象経費の1/2（上限月額2万円） ◇補助期間：最長24か月

問 農業委員会事務局農業振興係（027-898-6733）

５ 農業研修者助成金 問 農業委員会事務局農業振興係（027-898-6733）

農業で自立を目指し農業技術を習得する方に対し、就農準備等を支援する助成金を交

付します。

◇助成対象者：新規就農者で新規就農者育成総合対策の就農準備資金の支給を受けて
おらず、群馬県が実施するファームトレーニング事業の研修を受けている方

◇助成金額：研修者1人につき月額5万円 ◇助成期間：最長12か月

６ 新規就農者育成総合対策支援事業 農政課地域営農係（027-898-6708）

①経営発展支援事業

経営発展のための機械、施設等の購入費の一部を支援します。

◇補助対象者：就農時49歳以下の認定新規就農者※2

◇補助対象経費：機械、施設、家畜導入、果樹や茶の新植、改植、機械等のリース料等

◇補助金額：補助対象額の3/4（上限750万円 ただし、②と併用する場合は上限375万円）

②経営開始資金

経営開始時の資金を定額助成します。

◇交付対象者：就農時49歳以下の認定新規就農者※3

◇交付金額：13.75万円/月（年間165万円）×最長3年間

問



２

７ 農業インターンシップ事業補助金

市内に就農を希望する方に対して1か月間の就農体験（有給）を提供し、受け入れる

農業法人等に補助金を交付します

◇就農体験者：市内で就農を希望する45歳以下の個人（学生は除く）

◇補助対象者：就農体験者を雇用契約のうえ受け入れる農業法人等

◇補助金額：雇用に係る給与相当額（上限12万円）

問農業委員会事務局農業振興係（027-898-6733）

市HPへはこちらから

２ 認定農業者の方への補助制度

認定農業者は市が掲げる農業経営の目標に向けて、「農業経営改善計画」を市に

提出し、認定を受けた農業者の方です。※4計画達成のため頑張る農業者を支援します。

１ 担い手支援事業補助金 農政課地域営農係（027-898-6708）

経営規模の拡大や生産性の向上等を目的とする農業用機械等の導入に要する費用の一

部を補助します。

◇補助対象経費：農業用機械・設備等

◇補助金額：補助対象経費の3/10以内（補助上限額370万円）

〇県補助事業の採択となった場合最大5/10以内（補助上限額400万円、施設500万円）

２ 野菜花き生産力強化事業補助金 農政課農産園芸係（027-898-6707）

生産性向上のための野菜・花き栽培用施設等の導入に要する費用の一部を補助します。

◇補助対象経費：鉄骨ハウス、パイプハウス、施設に付随する設備、要件を満たす

農業用機械等

◇対象品目：野菜・花き品目全般

◇補助金額：補助対象経費の1/2以内（補助上限はメニューにより異なります）

〇県補助事業の採択となることが条件です。

３ 堆肥活用農機具導入事業補助金 農政課畜産係（027-898-6705）

堆肥利用を推進し耕畜連携を図るため、家畜排せつ物法に適した堆肥利用に必要な

農業用機械の導入に要する費用の一部を補助します。

◇補助対象経費：堆肥散布機、ホイールローダー等

◇補助金額：補助対象経費の3/10以内（補助上限額370万円）

３ 認定農業者の方へのその他の支援
認定農業者は経営改善のための様々な優遇措置を受けることができます。

１ 農業制度資金と利子補給

一定の融資条件を満たした認定農業者等の場合には、農業近代化資金をはじめとし

た農業制度資金を長期、低利で借り入れることができます。

また、市等の利子補給を受けることができ、他の農業者よりも低金利で融資を受け

ることができます。

市内各金融機関または日本政策金融公庫

２ 経営所得安定対策

麦、大豆等を生産・販売する方は、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」と

の差額分の交付等の支援を受けることができます。

前橋市農業再生協議会（027-261-3832）

３ 農業者経営基盤準備金制度

青色申告を行う認定農業者等が経営所得安定対策等の交付金を農業者経営基盤準備

金として積み立てた場合、積立金を必要経費に算入できます。

また、積み立てた準備金で農用地、農業用の建物、機械等を取得した場合にも取得

税の負担軽減を受けることができます。

関東農政局 群馬県拠点（027-221-2685）

※4 市が定める農業所
得等の基本構想の実現
が可能なことが要件と
なります。

記号の意味

原則として事前に要望
調査に回答し、採択さ
れたものに限ります。

市HPへはこちらから
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問

問

問

問

問

要望調査

要望調査

要望調査

要望調査

市HPへはこちらから



３

４ 農地中間管理事業の推進に関する法律による農地取得

一定の条件を満たした場合には、農地取得の手続きを支援します。農地を取得した

場合の登録免許税の減額や農地を譲渡等した場合の所得税の減額を受けることができ

ます。

農業委員会事務局農業振興係（027-898-6733）

４ ６次産業化のための支援
１ ６次産業化ステップアップ事業補助金

６次産業化の推進に必要となる農林水産物加工施設、加工品販売施設等の整備に要す

る経費及び商品開発、販路拡大、販売促進等に要する費用の一部を補助します。

◇補助対象者：自ら生産した市内産の農林水産物を活用し、加工品を製造している

市内農業者等※5

◇補助対象経費

①ハード事業：農林水産物の加工施設整備費、主に加工品を販売する施設整備費、

林水産物加工用機械等

②ソフト事業：加工品の商品開発、加工品販売促進パンフレット作成、自社販

売所ホームページ作成等

◇補助金額：補助対象経費により補助内容が異なります。

２ 赤城の恵ブランド認証制度

「地産地消」の推進と「食の安全・安心」の確保、市内産農林水産物の消費拡大などの取り組み

によって生み出された市内産の優れた産品を市が認証する制度です。

◇対象：市内で生産、育成された農林水産物か、原材料に市内産の農林水産物を使用

し、原則として本市で加工された加工品で、市内で流通、販売され、本市の

イメージアップやPRにつながる個性・特長のある産品※6

◇募集：年１回実施します。認証の申請には条件があります。

市HPへはこちらから

５ その他の支援
１ 多面的機能支払交付金 農村整備課農村保全係（027-898-6713）

農業農村地域で農地や水路等の地域資源の保全管理を行う組織に対して交付金を交

付します。

◇交付対象事業：農地・農業用水路・ため池等の見廻りや草刈り、水路・ため池等

の劣化状況の調査、農業用水路の補修など

◇交付単価：農振農用地で10a当たりに交付され、事業内容等により異なります。

※立ち上げの際に必要な費用の一部補助もあります。

市HPへはこちらから

２ 大区画ほ場整備事業補助金 農村整備課農村保全係（027-898-6713）

農業の生産性を向上させ、農業経営の効率化を促すため、ほ場の区画を大規模化する

費用の一部を補助します。※7

◇補助対象経費：整地や畦畔除去、取水口新設、水尻口新設、機械賃借料、施工委託料 、

測量委託料

◇補助金額：補助対象経費の1/2以内（補助上限50万円、農事組合法人の農地所有

適格法人は25万円）

市HPへはこちらから

※7 認定農業者、農地
所有適格法人等で市内で
２ha以上の耕作を行って
いる方が、一区画の農地
面積を35a以上にする場
合が対象です。

問

問

問

要望調査
※5 対象となる農業者
等は一定の経営耕地面
積または直近の農林水
産物販売額等の要件を
満たすことが条件とな
ります。

３ 生分解性マルチ購入促進事業補助金 問 農政課農産園芸係（027-898-6704）

廃プラスチックの排出抑制や処理費用の削減に有効な生分解性マルチの普及のため、

購入費用の一部を補助します。

◇補助対象経費：生分解性マルチ購入費

◇補助金額：購入費の1/3以内（補助上限：法人30万円、個人5万円）

市HPへはこちらから

市HPへはこちらから

※6 申請には条件があ
ります。市ホームペー
ジでお知らせします。



４

４ 園芸高温対策支援事業補助金

園芸品目(野菜、果樹、花き)において高温対策につながる機器・資材等の導入に要す

る費用の一部を補助します。

◇補助対象経費：かん水、換気・空気冷却、遮光・遮熱に関する機器及び資材等

◇補助金額：補助対象経費の1/3以内(補助上限50万円)

５ 有機ＪＡＳ認証取得支援事業 農政課農産園芸係（027-898-6704）

環境に配慮した生産体制を構築し、持続可能な農業を推進するため、有機JAS認証取

得に要する費用の一部を補助します。

◇補助対象経費：有機JAS認証取得費等（認証取得に伴う講習会受講費用を含む）

◇補助金額：補助対象経費の1/2以内（補助上限7.5万円）

※8 その他、各種要件
がありますのでご確認く
ださい。

市HPへはこちらから

９ がんばる高齢農家営農継続支援事業補助金

70歳以上の農業者へ営農継続を支援するため、販売品目に使用する農業用機械等の

購入費の一部を補助します。※8

◇補助対象経費：管理機、草刈機、防除機、アシストスーツの購入費

◇補助金額：補助対象経費の1/2以内（補助上限8万円）

10 耕作放棄地再生利用事業補助金

耕作放棄地の解消を図るため、耕作放棄地を再生し、農作物を生産するために必要な

立木等の伐採や伐根、整地作業等に係る経費の一部を補助します。※9

◇補助対象者：対象農地の権利設定等を行い、再生作業を行う農業者等

※9 交付には各種要件
があるため、作業前・貸
借権等設定前にご相談く
ださい。

市HPへはこちらから

問

問

７ 家畜導入等のための補助金 農政課畜産係（027-898-6705）

畜産農家の経営発展のため優良な後継牛の生産支援や乳用育成牛の育成費、家畜導入

に係る経費の一部を補助します。

◇補助対象経費：繁殖和牛への受精卵移植・精液購入費・ゲノミック評価検査費、

市外牧場への預託費、乳用雌牛導入費、種豚導入費、肉用牛肥育

素牛導入費

◇補助金額：補助対象経費により補助内容が異なります。

問

問

問 農政課地域営農係（027-898-6703）

農政課地域営農係（027-898-6703）

８ 集落営農組織農作業従事者育成支援事業補助金
農政課地域営農係（027-898-6708）

集落営農組織に属する農作業従事者（オペレーター）の育成を支援するため、大型特

殊免許の免許取得費の一部を補助します。

◇補助対象経費：免許取得費

◇補助金額：補助対象経費の1/2（補助上限4.6万円、ただし農耕けん引車限定の場合

3.4万円、農耕車限定の場合2.2万円）

問要望調査

市HPへはこちらから

農政課農産園芸係（027-898-6707）

市HPへはこちらから

農政課農産園芸係（027-898-6707）

市HPへはこちらから

６ 農業害虫防除対策事業補助金 問

クビアカツヤカミキリ等による農作物被害の未然防止及び被害拡大を防ぐため、農

業者による防除費用の一部を補助します。

◇補助品目：果樹(モモ、ウメ、スモモ、アンズ)、花き(サクラ(枝物に限る)、ハナモモ)

◇補助対象経費：防除薬剤購入費、成虫飛散防止ネット設置に係る経費、

防除を目的とした伐採、伐根及び樹体処分費

◇補助金額：補助対象経費の1/2以内（補助上限：5万円）

11 農機シェアリングサービス事業助成金
農機シェアリングサービスを利用して市内の農地を耕作する方に、利用料の一部を助成します。

利用料は助成適用後の金額でご案内しています。利用前に会員登録と農機の操作講習会の受講
が必要です。

◇補助対象者：市内の農地を耕作する個人

◇助成金額：サービス利用料の1/2 （ＨＰの利用料金は助成適用後の金額です）

◇サービス拠点：富士見町石井

◇導入農機：21馬力トラクタ+標準ロータリ、平高畝マルチロータリ、草刈り機

問農業委員会事務局農業振興係（027-898-6733）

市HPへはこちらから


